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はじめに 

 

住宅数は、高度経済成長期以降、人口増加や核家族化の進展など、社会構造の変化

等に伴い増加しました。しかし、近年の人口減少や少子高齢化により、住宅数が世帯

数を上回り、全国的に居住や使用がなされていない空家等が年々増加しており、それ

に伴い空家等に関する問題が表面化しています。 

市内の空家数は、平成２５年の総務省の住宅・土地統計調査によると４，２７０戸、

空家率は１２．５％となっています。 

本市におきましては、平成２４年に「名張市空き家等の適正管理に関する条例」を

制定し、適切な管理が行われていない空家等の所有者や管理者に対し適切な管理を促

すとともに、地域活性化等の観点から空家等の有効活用を図るなど、地域の実情に応

じた施策を展開してきました。こうした中、平成２７年に国が「空家等対策の推進に

関する特別措置法」を完全施行したことを契機に、新たに「名張市空家等対策の推進

に関する条例」を制定するとともに、「名張市空家等対策計画」の策定を行ったとこ

ろです。 

本計画による様々な取組により、若者等が安心して住み、子育てがしやすい住環境

を創出するとともに、地域コミュニティの活性化とまちづくり活動の促進を図りたい

と考えておりますので、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

終わりに、本計画の策定に当たりまして、名張市空家等対策推進協議会委員の皆様

をはじめ、ご協力いただきました関係各位に対しまして、心から感謝を申し上げます。 

 

 

平成２８年３月 

名張市長 亀井 利克
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１．計画の背景 

近年の人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、

全国的に居住や使用がなされていない住宅や建築物が年々増加しています。このよ

うな空家等の中には、適切な管理が行われないことで、安全性の低下や公衆衛生の

悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼしかねないものがあり、名張市においても同様の状況です。このまま空家等が

増加すれば、問題が一層深刻化することが懸念されます。 

これまでも適切な管理が行われていない空家等の所有者や管理者に対して適切な

管理を促すとともに、地域活性化等の観点から、空家等を地域資源として有効活用

するなど、地域の実情に応じた施策を展開してきました。空家等がもたらす問題が

多岐にわたる一方で、これまでの対応において解決すべき課題が多いことを踏まえ

ると、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策を更に充実していかな

ければなりません。 

あわせて、少子高齢化に歯止めをかけ、人口を維持し、家庭・職場・地域で誰も

が活躍できる社会を目指すとともに、新たな時代に対応した福祉の提供や、空家等

を活用した若年層の移住・定住促進につながる施策等の展開を更に推進していく必

要があります。 

以上のことから、本市の取り組むべき対策の方向性を示すため、本計画を策定し

ます。 

２．計画の位置付け 

本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条の規定に基づき、国の基

本指針に即して、本市の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための

計画として策定するものです。また、本市における上位計画である名張市総合計画

「新・理想郷プラン」、名張市 まち・ひと・しごと創生 総合戦略、名張市都市マ

スタープラン、名張市快適環境プランに基づいた計画として本計画を位置づけます。 

３．計画の期間 

本市の空家等対策の実現には、個々の空家等への対策とともに、地域コミュニテ

ィの将来計画との整合など総合的に対応していく必要があるため、中長期的展望等

を盛り込むとともに、迅速に取組を進める観点から、計画期間を２０１６年度（平

成２８年度）から２０２５年度（平成３７年度）までの１０年間とします。 

序章 計画の概要 
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なお、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて概ね５年後に見直しを行うも

のとします。 

 

 

 

 

 

４．計画の対象 

市内全域に空家等が見られ、様々な問題が発生していることから、本計画の対象

地区は本市全域とします。 

なお、空家等の調査結果を踏まえ、今後見直しの際には空家等対策を重点的に推

進すべき重点対象地区の指定を検討します。 

また、「空家等対策の推進に関する特別措置法第２条１項」の「空家等」に加え、

活用の促進に係る観点から、長屋及び共同住宅の空き住居、空家等となる見込みに

あるもの、空家等の跡地についても対象に含めることとします。 

 

 

 

  

参考１：空家等対策の推進に関する特別措置法第２条１項 

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用

がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定

着する物を含む。）をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものは除きます。 

＜計画期間＞ 

2016年度（平成 28年度）～2025年度（平成 37年度） 

＜対象地区＞ 

本市全域 

＜対象となる空家等＞ 

・空家等対策の推進に関する特別措置法第 2条１項の空家等 

・長屋及び共同住宅の空き住居 

・空家等となる見込みにあるもの 

・空家等の跡地 
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１．全国の空家等の現状 

空家等の推移を見ると、平成１０年の５７６万戸から一貫して増加を続けており、

平成２５年では８２０万戸となっています。また、総住宅数に占める空家等の割合

（空家等率）も、平成１０年の１１．５％から上昇を続けており、平成２５年では

１３．５％と過去最高となっています。 

 

【図 1－1 総住宅数、空家等数及び空家等率の推移－全国】 

 

総務省 平成２５年住宅・土地統計調査より 
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参考２：住宅・土地統計調査  

総務省統計局が５年ごとに調査しており、調査員が抽出により調査対象となっ

た地区及び世帯を巡回のうえ調査票を配布し、独自の調査方法で統計的な数字

を出しています。空家等の場合は、調査員が外観等から判断することにより、

調査項目の一部について調査しています。 

なお、表単位で一の位を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも

一致しません。 

第１章 空家等の現状 
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平成２５年の空家等８２０万戸の内訳は、「賃貸用の住宅」が空家等全体の   

５２．４％を占め、別荘などの「二次的住宅」が５．０％、「賃貸又は売却用の住

宅」が３．８％、世帯が長期にわたって不在であるなどの「その他の住宅」が    

３８．８％となっています。 

 

【図 1－2 平成 25年 空家等の類型別割合―全国】 

 

総務省 平成２５年住宅・土地統計調査より 

２．三重県の空家等の現状 

本県の空家等の推移も増加を続けており、平成２５年では１２８，５００戸、総

住宅数に占める空家等の割合（空家等率）は１５．５％となっています。これは、

全国の空家等率１３．５％と比べ多い状況です。 

 

【図 2－1 空家等数及び空家等率の推移－三重県】 
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３．名張市の空家等の現状 

本市も全国や三重県の状況と同様空家等は増加傾向にあり、平成２５年では、 

４，２７０戸、総住宅数に占める空家等の割合（空家等率）は１２．５％となって

います。 

しかし、前回調査（平成２０年）からは、０．２％減少となっています。これは、

２０１１年（平成２３年）に熊野市から本市へ、近畿大学工業高等専門学校が移転・

開学されたことに伴うものと考えられます。 

 

【図 3－1 空家等数および空家等率の推移―名張市】 

 
総務省 平成２５年住宅・土地統計調査より 
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り、半数を超える住宅がその他の住宅となっています。 

このうち、その他の住宅は賃貸や売却、二次的住宅などと違い積極的な利用をさ

れていないことから、適正に管理されない可能性が高く、空家等のうち、その他の

住宅に焦点を当てた適正管理や活用促進などの対策が特に必要と考えられます。  
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【図 3－2 平成 25年 空家等の類型別割合―名張市】 

 

総務省 平成２５年住宅・土地統計調査より 

 

また、腐朽・破損ありの空家等が９２０戸となっており、その３分の２にあたる

６１０戸がその他の住宅となっています。 

 この割合から見ても、その他の住宅が、適正に管理されていない可能性が高いこ

とが分かります。 

 

【図 3－3 空家等の腐朽・破損別割合―名張市】 

 

総務省 平成２５年住宅・土地統計調査より 
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４．「空家等の管理に関する」基礎的コミュニティアンケート 

（１）アンケート概要 

対象：名張市内における基礎的コミュニティ（１７４地区） 

実施期間：平成２７年８月５日～同年９月７日 

回答率：９０．２％（１５７地区から回答） 

対象建築物：戸建住宅（共同住宅等は含まず） 

件数：基礎的コミュニティ代表者の主観による件数 

 

（２）アンケート結果 

基礎的コミュニティで把握している空家等は市内で１，３８９戸あり、そのうち

管理不全状態の空家等は２９５戸、放置すると危険な空家等は１１５戸です。 

空家等の管理状況は、所有者等の管理が４４％と多く、ついで不動産業者等とな

っています。しかしながら、管理されずに放置されているものが２８％と、多くの

空家等が放置されている実態があり、結果、管理不全状態、ひいては特定空家等と

なる可能性が生じてきます。 

 

【表 4－1 基礎的コミュニティ把握空家等】 

 空家等 管理不全空家等 危険な空家等 

１３８９戸 ２９５戸 １１５戸 

 

【図 4－1 空家等管理状況】 
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（％） 

【図 4－2 地域別空家等状況】 

 

 

 

 

 

 

地域づくり組織名 空き家率 地域づくり組織名 空き家率 地域づくり組織名 空き家率

中央 0.2 美旗 3.6 赤目 4.5

川西・梅が丘 2.4 すずらん台 3.6 桔梗が丘 5.1

青蓮寺・百合が丘 2.5 つつじが丘・春日丘 3.8 薦原 5.5

箕曲 2.7 蔵持 4.2 名張 5.6

錦生 3.3 ひなち 4.4 国津 11.1
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５．空家等を取り巻く課税の状況 

住宅供給を推進する政策上の観点から、住宅用地について「住宅用地に対する固

定資産税の課税標準額の特例（住宅用地の特例）」が講じられています。 

これにより、現状全ての住宅用地に対し課税標準の特例が講じられており、空家

等についても同様の措置がとられています。 

そのため、更地にするより住宅用地として残す方が課税額が安くなることから、

空家等が増える原因と考えられていました。 

しかし、平成２７年度税制改正において、空家等対策の推進に関する特別措置法

に基づく必要な措置の勧告対象となった特定空家等に係る土地については、住宅用

地に対する課税標準の特例措置の対象から除外することとされました。 

 

【表 5－1 固定資産税の課税標準の特例表（専用住宅の場合）】 

区分 課税標準額 

小規模住宅用地 住宅用地で住宅１戸につき 200 ㎡までの部分 価格×１／６ 

一般住宅用地 
小規模住宅用地以外の住宅用地 

(200㎡を超える部分で家屋床面積の 10倍まで) 
価格×１／３ 

 

 

 

 

  

参考３：住宅用地 

・専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地 

※家屋の床面積の１０倍まで認められる。 

・併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されている土地 

※家屋の床面積の１０倍までに一定の率を乗じて得た面積に相当する土地が認

められる。 
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６．名張市における相談内訳 

平成２４年度に制定した「名張市空き家等の適正管理に関する条例」以降の３

年間の空家等に関する相談件数は３０３件あり、そのうち非該当の３９件を除く

２３２件は解決済みです。条例による対策を行った結果、相談件数全体は年々減

少傾向にありますが、継続して対策を講じる必要がある件数は年々増加しており、

現在３２件について対策を継続しています。 

 

【図 6－1 名張市における空家等に関する相談件数】 
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相談の内訳は、「火災・害虫・交通障害等」に関するものが２３７件と大半を占

めており、「倒壊の恐れ」によるものは８件あります。 

 

【図 6－2 名張市における空家等に関する相談内訳（H24.4.1～H27.3.31）】 

 

 

相談に関する対策は、所有者への是正処理等の「お願い」が１３２件と最も多

く、「勧告」「命令」の厳しい措置を講じているのは４３件あります。 

 

【図 6－3 名張市における空家等に関する指導状況（H24.4.1～H27.3.31）】 
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７．問題・課題のまとめ 

空家等対策を進めるに当たり、以下のような空家等を取り巻く問題と、対策を進

める上での課題があります。 

 

（１）空家等を取り巻く問題 

 

① 近隣への悪影響（倒壊の危険・環境悪化など） 

② 地域全体への悪影響（防災・防犯上の危険・景観悪化など） 

③ 空家等の増加に伴う地域活力の低下 

④ 老朽空家等の放置を助長しかねない税制等の既存制度の在り方 

⑤ 将来人口の減少に伴い、更なる空家等増加による問題の増大 

⑥ 私有財産に関する問題のため、行政としては対応が困難 

⑦ 地元対応の限界 

⑧ 地価下落による流通性の低下 

 

（２）空家等対策の課題 

 

① 所有者等の意識の啓発 

② 早期発見・早期対応の仕組みづくり 

③ 安全・安心の確立 

④ 権利関係や相続関係など空家等の管理や流通を阻害する要因の解消 

⑤ 使用可能な空家等の有効活用の促進 

⑥ 管理不全状態の空家等の改善、解消
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１．基本的な方針 

空家等の活用促進に向けて必要な施策を講じるとともに危険な空家等の除却等

を推進し、あわせて市民の生命や財産の保護と生活環境の保全を図ることにより、

既存ストックである空家等の積極的な活用とともに、行政だけでなく、空家等の所

有者等、事業者、市民等が相互に連携を図り、若者等が安心して住み、子育てがし

やすい住環境を創出するとともに、地域コミュニティの活性化とまちづくり活動の

促進を図ります。 

 

２．視点  

各視点に基づいた具体的な取組を示すことで、空家等の所有者等、事業者、市民

等と連携し、複合的に取り組んでいきます。 

 

（１）予防 

国立社会保障・人口問題研究所による本市の将来人口は、２０４０年（平成５２

年）には約６０，０００人と推計され、今後も減少することが予想されます。 

また、総務省による平成２５年住宅・土地統計調査によると、本市では     

２９，９００世帯のうち６５歳以上の単身世帯が２，５１０世帯あり、うち７５歳

以上の単身世帯が１，４３０世帯となっています。 

こうしたことから今後空家等は増加していくことが予想され、現に存在する空家

等についての対策とあわせ、新たな空家等の発生を抑制することが重要であるとの

見方から、未然に防ぐ対策として以下の取組を行います。 

 

① 市民意識の醸成・啓発 

空家等についての意識を広く市民の間で醸成することが必要です。とりわけ

所有者に対して、空家等の維持管理費の負担や近隣への迷惑、防災や防犯等の

観点から住環境に悪影響を及ぼすことなど、空家等に関する問題意識を高める

ことが空家等の発生抑制につながるものと考えます。  

第２章 空家等対策の方向性・視点 
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ア. 市民への情報発信 

 空家等に関する法律や条例をはじめ、空家等の予防や管理に関する情報に

ついて、広報紙やホームページ、リーフレット等により広く情報発信を行う

とともに、関係団体や地域等と連携し、市民に対して周知・啓発を行います。 

イ. 住まいの引き継ぎの推進 

     高齢者を対象に、住まいを適切に引き継いでいくための必要性や意義、遺

言や成年後見制度の活用等についての周知を行うとともに、相談体制を整備

します。 

ウ. 相続登記の促進 

相続登記が行われないことにより、所有者が不明確となり、空家等の管理

不全状態を招く要因の一つとなっていることから、相続発生時に速やかに登

記の名義変更がなされるよう啓発します。 

 

② 住宅ストックの良質化の推進 

住宅としての性能が不十分であると、住み続けたり住み継ぐことの難しさが

空家等発生の要因の一つとなっていることから、国・県・市による既存住宅の

質の向上を目的とする様々な支援制度について、一元的に発信していきます。 

また、国や県の補助を活用しながら、支援制度の拡充や、新たな支援制度を

創設します。 

 

③ 良好な住環境の保全・形成の推進 

それぞれの地域において、コミュニティを含む良好な住環境の保全・形成を

進めることなどにより、地域の価値を高め、ひいては定住を促し、空家等発生

の抑制につながると考えられることから、地域が主体となり取り組む様々な分

野でのまちづくりを引き続き推進するとともに、それらと空家等対策を連携し

て進めるための取組を推進します。 

 

④ 早期発見・早期対応の仕組みづくり 

空家等は、放置され老朽化が進むほど除却等に要するコストが増大します。

また、年数の経過により所有者等の把握も困難になることから、問題が深刻化

する前の早期発見・早期対応の仕組みづくりに取り組みます。 

 

（２）利活用 

空家等を最大限に活用するためには、空家等の魅力を高めることと併せ、流動や

利活用を阻害する要因の解消にも取り組むことにより流通を促すなど、空家等の利

活用を積極的に推進していきます。
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① 活用のための環境整備 

空家等の流通の促進には、市場等が機能しやすい環境整備が必要であり、阻

害する要因の解消に取り組むことにより、空家等の活用・流通を促進します。 

ア. 所有者への働きかけ 

 有効活用できる空家等のうち、使用する見込みのない空家等であっても売

却・賃貸化されない空家等が多いことから、所有者の活用に対する意識の向

上を図る必要があります。広く市民意識の醸成・啓発を行うとともに、所有

者に対して空家等をめぐる問題点のほか、活用・流通に関する助成制度や支

援制度等の情報発信を行います。 

また、空家の情報提供を行うための空家バンクを創設し、地域における空

家等の掘り起こしなどを通して、活用意向の向上や動機づけにつながるよう

取り組みます。 

イ. 活用者への支援 

中古住宅を購入する際等に、購入者が当該中古住宅の状態を適切に把握

することが困難な場合が多いため、購入者が安心して中古住宅を取得するた

めの仕組みづくりが必要であることから、住宅診断等の周知を図るとともに、

事業者等と連携しながら中古住宅の流通に向けて取り組みます。 

  ウ．相談体制の整備 

活用に関しては権利問題や相続問題などが空家等の流通を阻害している

場合があるため、技術面、資金面はもとより、法律や相続など幅広い相談体

制の整備が必要であることから、事業者や民間団体等と連携して取り組みま

す。 

 

② 活用への支援 

空家等を地域貢献に役立てたいという意向を持つ所有者が存在するとともに、

福祉拠点の充実や子育て支援、地域コミュニティの活性化等の地域課題やニー

ズもあります。こうした課題やニーズに対応するためには、空家等を住宅とし

てだけでなく多様な用途で活用するなど、地域資源として積極的に利活用して

いくことが必要であることから、地域コミュニティや事業者、団体等が空家等

の活用や管理を行う場合に、所有者とのマッチングや改修等を支援する制度を

創設します。 

また、空家等を生活拠点や店舗等として活用を目指す人や事業者、団体等の

取組を支援します。



第２章 空家等対策の方向性・視点 

16 

（３）適正管理 

 管理不全状態の空家等は、それ自身の老朽化を進行させるだけでなく、地域の防

災性・防犯性の低下やごみの不法投棄による衛生面の悪化、景観の悪化等、周辺の

住環境に様々な悪影響を生じさせることになります。 

地域の安全・安心を確保し、良好な住環境を維持するためには、所有者や地域住

民等による自発的な適正管理を促すとともに、現状や課題を踏まえた対応の強化や

体制の構築等、積極的な取組を進める必要があります。 

 

① 市民意識の醸成・啓発 

空家等の適正管理についての意識を広く市民の間で醸成することが必要であ

り、とりわけ所有者に対して近隣や地域へ悪影響を及ぼさないよう自発的に適

正管理するよう啓発するとともに、個人による管理が困難になってきているこ

とから、地域や事業者による適正管理の体制づくりに取り組みます。 

 

② 特定空家等への対策 

特定空家等への対策については「空家等対策の推進に関する特別措置法」に

基づき、以下のとおり適切に取り組みます。 

ア. 助言又は指導 

 特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生

活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を行います。 

イ.  勧告 

助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善さ

れないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期

限を付けて、必要な措置を採ることを勧告します。 

ウ. 命令 

 勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ

た場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶

予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命じます。 

エ. 代執行 

 必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を

履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了

する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行

います。
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③ 管理不全状態の空家等への対策 

特定空家ではないが管理不全状態となっている空家等に対しては、「名張市空

家等対策の推進に関する条例」に基づき、以下のとおり適切に取り組みます。 

ア. 助言又は指導 

管理不全状態（特定空家等を除く）となっている空家等の所有者等に対し、

除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な

措置をとるよう助言又は指導を行います。 

イ. 勧告 

 助言又は指導をした場合において、なお当該管理不全状態となっている空

家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に

対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとることを勧告します。 

 

④ 緊急安全措置 

空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ

ことを避けるため緊急の必要があるときは、当該空家等の所有者等の負担に

おいて、これを避けるために必要最小限の措置を行います。 

 

⑤ 軽微な措置 

管理不全状態となっている空家等について、開放されている門扉等の閉鎖、

簡易な養生、復元又は収納その他規則で定める軽微な措置をとることにより

地域における防災上、衛生上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上の

支障を除去し、又は軽減することができるときは、これを避けるために必要

最小限の措置を行います。 

 

（４）除却 

 老朽化等により活用が困難なものについては、速やかな除却を促すことが有効な

対策であることから、自主的な除却を促すとともに、行政代執行も念頭に置きなが

ら、除却に関する取組を進めます。 

 

① 市民意識の醸成・啓発 

予防段階からの市民意識の醸成・啓発とあわせて、活用が困難な空家等を放

置することによる近隣や地域への悪影響に対する問題意識を高める取組を進め

ます。 
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② 経済的な支援 

地価下落による流通性の低下により放置されている空家等の所有者や、除却

費用が捻出できない所有者に対し、除却を促進する支援を行うとともに、経済

的インセンティブの在り方について検討するなど、自主的な除却を促す取組を

進めます。 

 

③ 跡地利用を踏まえた支援 

除却後に放置されることで雑草の繁茂等の問題もあることから、跡地の公共

的な活用等がなされる場合に対して助成します。 

 

（５）跡地活用 

 空家等の除却後、適正管理されない場合は雑草の繁茂等の問題が生じることから、

空家等の除却を進めるに当たっては、以下の取組を行います。 

 

① 市民意識の醸成・啓発 

空き地の適正管理に対する市民意識の醸成・啓発と併せて、空家等の跡地に

ついても、適正管理及び流通に関する意識を高める取組を進めます。 

 

② 公共的な活用への支援 

跡地を一定期間公共的なものとして活用する場合や、地域コミュニティが管

理や共同利用する場合に、空家等の除去だけでなく、跡地の整備等に対しても

支援する仕組みづくりを進めます。 

なお、民間団体等についても、地域との連携により、そのニーズに沿った活

用や管理を行う際にも対象となるよう柔軟な対応をします。 

 

３．実態把握  

空家等対策を推進するためには、予防から跡地活用までを見通しつつ、空家等を

含めた地域全体のビジョンを考えながら進めていく必要があります。 

そのためには、空家等の実態を把握し、当該空家等の段階に応じた対策を検討・

実施していく必要があることから、空家等に関する調査に取り組みます。 

 

（１）空家等の調査 

平成２７年度市内全域において実施した空家等の外観調査結果を踏まえ作成し

たデータを基に、以下の取組を行います。 
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① 情報による現地確認 

市民から相談や苦情等の情報が寄せられた場合、現地へ赴き外観調査を実施

し、空家等の判断を行います。空家等と判断した場合、あわせて所有者の確認

を行います。 

 

② 特定空家等の判定 

外観調査の結果空家等と判断した建物に対し、必要に応じて立入調査を実施

し、専門家の助言を踏まえて特定空家等の候補の判定を行います。 

特定空家等候補と判定した空家等に対し、名張市空家等対策推進協議会での

協議結果を踏まえ、特定空家等の判定を行います。 

 

③ 特定空家等に対しての対策の決定 

特定空家等と判定した空家等については、名張市空家等対策推進協議会での

協議結果を踏まえ、対策を決定します。 

 

（２）データベース化 

外観調査結果を基に空家台帳を作成します。 

この空家台帳をデータ化し、庁内の関係部署が連携した取組を行えるようデータ

ベース化し、部署間での共有を図ります。
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１．体制の整備 

空家等対策を進めるためには、行政のみならず、所有者、市民、事業者、地域コ

ミュニティ等が互いに連携した取組が行える体制の整備が必要であることから、以

下のように体制を整備していきます。 

 

（１）相談窓口の一本化 

空家等に関する相談等は、所有者、近隣住民、地域コミュニティなど異なる立場

の人から様々な状態の空家等について寄せられます。これら相談内容等により対応

する所管部署等が異なることによる弊害がないよう、相談等窓口を一本化します。 

 

（２）組織の体系化 

空家等の近隣住民や地域などからの情報提供、管理不全に対する通報、所有者等

からの利活用に関する相談など、それぞれの内容に応じた的確な対応ができる体制

を整備するともに、それらの連携、統括が可能となるような組織の体系化を図りま

す。 

 

（３）関係部署・機関等の緊密な連携 

空家等については、関係法令が多岐にわたるとともに、対応の在り方も状況によ

り異なるため、複数の関連する部署が連携して対応する必要がある場合もあること

から、連携が緊密かつ継続的に行うことができるシステムの整備やルール化を図り

ます。 

 

（４）関係団体との連携 

地域コミュニティや事業者、専門家で組織する各種団体等と連携するとともに、

関係団体が取組に参画しやすい環境を整備します。 

第３章 空家等対策の推進体制 
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（５）協議会との連携 

空家等に関する問題の解決には、専門的な知識も必要であることから、市民や専

門家等で構成される名張市空家等対策推進協議会と、常に連携を取りながら空家等

対策を進めていきます。 

協議会では、空家等対策全般について協議するとともに、特定空家等の認定やそ

の対応についても協議を行います。



用語集 
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【工作物】P2 

門や塀、看板など、人工的に制作し設置された建造物等のことをいいます。 

 

【賃貸又は売却用の住宅】P4 

新築・中古を問わず、賃貸や売却のために空家になっている住宅のことをいいま

す。 

 

【二次的住宅】P4 

ふだん人は住んでいないが、何らかの目的で使用される住宅のことをいいます。

週末や休暇に保養などの目的で使用される別荘や、残業で遅くなった時に寝泊まり

するなど、たまに利用する住宅などが該当します。 

 

【その他の住宅】P4 

人が住んでいない住宅で、転勤や入院などのために居住世帯が長期にわたって不

在の住宅や、建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅のことをいいま

す。 

 

【基礎的コミュニティ】P7 

一定のまとまりのある地域の住民により設置された、包括的な自治組織（区・自

治会等）のことをいいます。 

 

【特定空家等】P7 

空家等のうち、以下の状態にあると認められるものをいいます。 

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

【国立社会保障・人口問題研究所】P13 

厚生省（現厚生労働省）により設立された研究所であり、日本の人口・経済・社

会保障について調査研究を行っている機関です。

用語集 
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【相続登記】P14 

被相続人が亡くなり、建物や土地などの不動産名義を相続人へ名義変更すること

をいいます。 

 

【住宅ストック】P14 

居住の有無に関係なく、国内に建築されている既存の住宅のことをいいます。 

 

【利活用】P14 

利用と活用を掛け合わせた言葉のことをいいます。 

 

【立木竹（りゅうぼくちく）】P16 

立木と立竹のことをいいます。立木、立竹とも、一定の単位毎に財産として評価

されます。 

 

【代執行】P16 

法律により直接命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為を履行

しない者に対し、行政庁自ら、又は第三者をして履行しない者の義務を履行し、そ

の費用をその者から徴収することをいいます。 

 

【管理不全状態】P17 

老朽化などにより倒壊の危険性がある住宅や、防犯・防災、生活環境上周辺の住

宅に影響を与えるなど、適正な管理が行われていない状態のことをいいます。 

 

【経済的インセンティブ】P18 

補助金や助成金など現金を支給することや、減税など税制を優遇することなど、

経済的な利益を与えることで、人々の意志決定や行動の変化を誘因させることをい

います。 

 

 

用語集 
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名張市空家等対策の推進に関する条例（平成２７年条例第２７号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、空家等の活用及び流通を促進するほか、適切な管理が行われて

いない空家等が防災、衛生、景観、防犯等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ていることに鑑み、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境

の保全を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）の規定に基づき名張市（以下「市」という。）が実施

する空家等に関する施策その他の市が実施する空家等に関する施策に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）空家等 建築物（長屋及び共同住宅にあっては、これらの住戸）又はこれに附

属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるも

の及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

（２）所有者等 所有者又は管理者をいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、法及びこの条例の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するものとする。 

２ 市は、前項の規定による施策の推進のための必要な体制を整備するものとする。 

 （所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲

渡その他の当該空家等を活用し、又は流通するための取組を行うとともに、周辺の

生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等の適切な管理に努めなければなら

ない。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民（市の区域内においてコミュニティ活動又は市民公益活動を行う団体を

含む。以下同じ。）は、空家等の活用（空家等（空家等となる見込みのあるものを

含む。以下この条及び第８条において同じ。）及び空家等の跡地（法第１３条に規

定する跡地をいう。）の活用及び流通をいう。以下この条及び第８条において同じ。）

に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者（市の区域内において不動産業、建設業その他の空家等の活用と関連する

事業を営む者をいう。以下同じ。）は、市が行う空家等の活用に係る施策及び前条

の取組に協力するとともに、空家等の活用の促進に努めなければならない。 

資料１ 名張市空家等対策の推進に関する条例 

javascript:void(0);


 

25 

 （空家等対策計画の策定） 

第６条 市は、法第６条に定めるところにより、同条第１項に規定する空家等対策計

画を定めるものとする。 

 （協議会） 

第７条 市は、法第７条に定めるところにより、前条の空家等対策計画の作成及び変

更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織するものとする。 

２ 前項の協議会の組織は、規則で定める。 

 （活用等に係る基本的施策） 

第８条 市は、次に掲げる空家等の活用に関する施策を行うよう努めなければならな

い。 

（１）子どもを育成する家庭、高齢者の家庭（単身の世帯を含む。）等のそれぞれの

家庭の状況を踏まえて、空家等の活用に関する相談に応ずるとともに、情報の提

供、助言その他の支援を行うこと。 

（２）市民が空家等の活用に関する関心と理解を深め、自主的に空家等の活用のため

の取組を行うよう、広報活動及び啓発活動その他の必要な施策を講ずること。 

（３）空家等の所有者等、事業者、市民等の間の空家等の活用に関する相互理解が増

進され、協力が推進されるよう、交流の促進その他の必要な措置を講ずること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、空家等の所有者等、事業者、市民等が行う空家等

の活用に関する取組に必要な支援を行うこと。 

 （空家等の適切な管理） 

第９条 空家等の所有者等は、当該空家等が次の各号のいずれかに該当する状態（以

下「管理不全状態」という。）とならないよう、自らの責任において当該空家等を

適切に管理しなければならない。 

（１）特定空家等（法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。）となっている状

態 

（２）建築部材若しくは附属する工作物の脱落、飛散、崩壊等又は立木竹の倒伏によ

り、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態（前

号に掲げる状態を除く。）  

（３）所有者等以外の者が、正当な理由なく、侵入している状態その他犯罪又は青少

年の非行行為の防止上支障が生じている状態（第１号に掲げる状態を除く。） 

（４）交通の障害となっている状態（第１号に掲げる状態を除く。） 

（５）前各号に掲げるもののほか、周辺において生活環境の保全上の支障が生じ、又

は生ずるおそれがある状態 

 （情報提供） 

第１０条 市民は、管理不全状態となっている空家等を発見したときは、速やかに市

にその情報を提供するものとする。 

 （立入調査等） 

第１１条 市長は、法第９条第１項に定めるところにより、市の区域内にある空家等
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（法第２条第１項に規定する空家等に限る。以下この条及び次条（第６項を除く。）

において同じ。）の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空

家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市長は、法第９条第２項から第５項までに定めるところにより、次条第１項から

第３項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、

空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

 （助言、指導、勧告、命令等） 

第１２条 市長は、管理不全状態（第９条第１号に該当する状態に限る。次項から第

５項までにおいて同じ。）となっている空家等の所有者等に対し、法第１４条第１

項に定めるところにより、当該空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周

辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお管理不全状態

が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、法第１４条

第２項に定めるところにより、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐

採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告するこ

とができる。 

３ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、

法第１４条第３項から第８項まで及び第１１項から第１３項までに定めるところ

により、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることが

できる。 

４ 市長は、前項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同

項の期限までに完了する見込みがないときは、法第１４条第９項及び行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為を

し、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

５ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の

助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができない

ため第３項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、法第

１４条第１０項に定めるところにより、市長は、その者の負担において、その措置

を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。 

６ 第１項及び第２項の規定は、管理不全状態（第９条第１号に該当する状態を除く。）

となっている空家等について準用する。この場合において、第１項中「管理不全状

態（第９条第１号に該当する状態に限る。次項から第５項までにおいて同じ。）と

なっている空家等の所有者等に対し、法第１４条第１項に定めるところにより」と

あるのは「管理不全状態（第９条第１号に該当する状態を除く。次項において同じ。）
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となっている空家等の所有者等に対し」と、第２項中「に対し、法第１４条第２項

に定めるところにより」とあるのは「に対し」と読み替えるものとする。 

 （緊急安全措置） 

第１３条 市長は、空家等の管理不全状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危

害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、当該空家等の所有者

等の負担において、これを避けるために必要最小限の措置を自ら行い、又はその命

じた者若しくは委任した者をしてこれを行わせることができる。  

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を

当該空家等の所有者等に通知（所有者等又はその連絡先を確知することができない

場合にあっては、公告）をしなければならない。  

３ 第１項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。  

（軽微な措置）  

第１４条 前条（第２項を除く。）の規定は、市長が管理不全状態となっている空家

等について、開放されている門扉等の閉鎖、簡易な養生、復元又は収納その他規則

で定める軽微な措置をとることにより地域における防災上、衛生上、防犯上又は生

活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し、又は軽減することができると認める

ときについて準用する。 

 （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、空家等に関する施策に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （名張市空き家等の適正管理に関する条例の廃止） 

２ 名張市空き家等の適正管理に関する条例（平成２４年条例第３号）は、廃止する。 
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資料２ 空家等対策の推進に対する特別措置法の概要 
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 法律第百二十七号（平二六・一一・二七）  

◎空家等対策の推進に関する特別措置法  

（目的）  

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとと

もに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施

策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）

による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定め

ることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と

地域の振興に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物

を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。  

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する

ことが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。  

（空家等の所有者等の責務）  

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。  

（市町村の責務）  

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関す

る対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。  

（基本指針）  

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための

基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項  

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項  

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項  

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するものとする。  

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。  

（空家等対策計画）  

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指

資料３ 空家等対策の推進に対する特別措置法 
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針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定め

ることができる。  

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する

対策に関する基本的な方針  

二 計画期間  

三 空家等の調査に関する事項  

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項  

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関す

る事項  

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定

による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行

をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項  

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項  

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項  

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。  

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提

供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。  

（協議会）  

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。  

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の

議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認め

る者をもって構成する。  

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

（都道府県による援助）  

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律

に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市

町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。  

（立入調査等）  

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握す

るための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。  

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又

はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。  

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち

入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなけれ
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ばならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。  

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。  

（空家等の所有者等に関する情報の利用等）  

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であっ

て氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限

度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用するこ

とができる。  

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特

別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が

保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該

特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速

やかに当該情報の提供を行うものとする。  

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する

地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求

めることができる。  

（空家等に関するデータベースの整備等）  

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸す

るために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理さ

れているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベースの

整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。  

（所有者等による空家等の適切な管理の促進）  

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情

報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（空家等及び空家等の跡地の活用等）  

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売

し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これ

らの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。  

（特定空家等に対する措置）  

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著

しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない

特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導

をすることができる。  

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態
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が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付け

て、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。  

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をと

らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を

付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。  

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよう

とする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を

記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に

有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。  

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意

見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。  

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命

じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならな

い。  

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じ

ようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者

に通知するとともに、これを公告しなければならない。  

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提

出することができる。  

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者

がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完

了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに

従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。  

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜ

られるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第

二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を

行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら

行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、

相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、

市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しな

ければならない。  

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省

令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。  

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合

においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。  

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二

条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。  
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14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために

必要な指針を定めることができる。  

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総

務省令で定める。  

（財政上の措置及び税制上の措置等）  

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切か

つ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付

税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家

等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ず

るものとする。  

（過料）  

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処

する。  

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に

処する。  

附 則  

（施行期日）  

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起

算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討）  

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必

要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。  

（総務・国土交通・内閣総理大臣署名） 
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 地域資源としての活用  

  中古住宅として流通  

 

判定された空家等について、市が状況に応じて所有者・管理者に対し促す「利活

用」、「適正管理」、「除却」の対応は、次のようになります。 

 

■対応の判断方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利活用 

 

 

 

 

 

資料４ 空家等への対応事例 

【所有者・管理者】 

賃貸又は売却 

・所有者への働きかけ 

・活用者への支援 

・相談体制の整備 

現地調査 

（外観） 

有効活用が可能な空家 

 

①利活用 

③除却 

②適正管理 

・公共的な活用や管理を行う場合

にマッチング 

・改修費用等を支援 

有効活用が困難な空家 

 

＊写真：国土交通省 HPより 
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 自発的に除却  

 適正管理  

 管理不全状態  

 特定空家等を放置  

②適正管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③除却 

 

 

 

・自発的に適正管理するよう啓発 

・地域や事業者による適正管理の

体制づくり 

【所有者・管理者】 

取り壊す 

 跡地を活用するもの  

・特定空家等への対策 

・管理不全状態の空家等への対策 

・緊急安全措置 

・軽微な措置 

【所有者・管理者】 

当面そのままにする 

・市民意識の醸成・啓発 

・経済的な支援 

・特定空家等への対策 

・最終的には代執行 

・除却後公的な活用等のために

供される場合に支援 
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資料５ 特定空家等の対応フロー図 

法に基づき勧告(※) 

条例に基づいて 

助言・指導 

緊急安全

措置 

解決 

特定空家等と思われる場合 

ＮＯ 

改善 

改善せず 

改善せず 

改善せず 

改善 

改善 

市民・近隣住民・地域コミュニティ等からの情報提供 

条例に基づいて 

勧告 

現地調査（外観） 

立入調査が必要な場合は

調査実施 

条例に基づいて 

再度勧告 

協議会で協議 

法に基づき 

助言・指導 

法に基づき命令 

改善 

解決 代執行を含む措置 

非該当（解決） 

利活用情報の提供 

改善 

改善 

非該当 

問題なし 

緊急時 

改善せず 

空家等と判定 
利活用可能 

改善せず 

特定空家等判定 

ＹＥＳ 

状態が悪化 

措置後 

※法に基づき勧告、

命令、措置を行う

際にも、協議会で

協議する場合があ

ります。 

管理不全の場合 

※法に基づき勧告を受けると、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができなくなります。 

基づき 
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（敬称略） 

  

（１）名張市長                  亀井 利克 

 

（２）地域住民の代表者      

   地域づくり代表者会議 会長         辻本 武久 

                       

（３）法務に関する有識者  

三重県司法書士会伊賀支部 支部長      川合 良司 

   名張市総務部副参事（弁護士）        塩谷 尚也  

                                

（４）不動産に関する有識者      

   三重県宅地建物取引業協会伊賀支部 支部長   森  孝司 

   名張中古住宅流通促進協議会 監事      小林 京美 

 

（５）建築に関する有識者 

   三重県建築士事務所協会伊賀支部       加納 哲也 

 

（６）福祉に関する有識者         

   名張市社会福祉協議会 生活支援課長     藤田 昌世 

   名張市子育てサークル連絡協議会 副会長   八木 美由起                        

                           

（７）文化に関する有識者 

   名張・まちづくりの会            岩見 勝由 

 

（８）市職員 

   名張市地域部長               奥村 和子 

   名張市生活環境部長             藤岡 善光 

   名張市都市整備部長             松本 壽次 

 

資料６ 名張市空家等対策推進協議会委員名簿 
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